
ペット避難所運営委員とは？ 

災害発生時、避難所において、ペットの飼い主達のリーダーとして、避難所でのペット

受け入れ準備や案内等を行います。 

ペットの飼育管理は飼い主の責務であり、避難所においても、ペットの飼育管

理は飼い主が行い、ペット避難所運営委員はそのとりまとめ等を行います。 

応募される方は、「応募申込書」に必要事項を記入の上、直接お持ちいただくか、郵

便・ファックス・電子メールいずれかの方法でお送りください。 

※応募申込書は、町ホームページからもダウンロードできます。 

募集要項 

応募資格  町内在住で災害発生時に対応できる方 

応募 令和３年１月１８日から 

☆問い合わせ先，応募先☆ 

愛川町役場 環境経済部 環境課 環境対策班 

TEL：046-285-2111（内線3514）FAX：046-286-5021 
Mail：kankyo@town.aikawa.kanagawa.jp 


